
教 育 部 長

5課・1室・13分室

9機関(括弧内を除く)

13グループ

22係・13班

教 育 長

教育委員会

*青少年健全育成センター

教 育 総 務 課 庶務係 企画係 施設係 学校給食係

（*学校給食センター）

（*小学校(44)、中学校(20)、幼稚園(1)）

*教育センター

学 校 教 育 課 学事・庶務係 学童保育係 指導係

社 会 教 育 課 社会教育係 公民館係 生涯学習係

*中央公民館

（*地区公民館）

*市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ 市民交流係

*直江津図書館 サービス係

*高田図書館 庶務係 サービス係

*直江津学びの交流館 サービス係

文 化 行 政 課 歴史文化係 埋蔵文化財係

*歴史博物館 資料係

*小林古径記念美術館 資料係

スポーツ推進課 企画推進係 施設係

各区分室 教育・文化G（教育・文化班）

上越市教育委員会行政組織図（令和7年4月1日現在）

（*分館）

公民館関係者

◆公民館運営審議会委員(社会教育委員と兼務) 18人
根拠法令

社会教育法（昭和24年法律第207号）第29条及び第30条

上越市立公民館条例(昭和46年条例第37号)第6条

◆公民館主事 28人

根拠法令

上越市立公民館条例(昭和46年条例第37号)第８条

◆公民館運営委員 217人

根拠法令

上越市公民館運営委員設置要綱(令和元年12月24日実施)

地域クラブ活動推進室 地域クラブ活動推進係
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※［　］は施設名(条例上の名称)を示す

分館1館上越市立公民館
（地区館28、分館14）

谷浜・桑取地区公民館
[谷浜地区多目的研修センター]

清里地区公民館
［清里コミュニティプラザ］

三和地区公民館

名立地区公民館分館1館

高田地区公民館
［高田城址公園オーレンプラザ］

金谷地区公民館

新道地区公民館
[新道地区多目的研修センター]

和田地区公民館
[和田地区多目的研修センター]

三郷地区公民館

津有地区公民館

高士地区公民館

春日地区公民館
［春日謙信交流館］

諏訪地区公民館

直江津地区公民館
［直江津学びの交流館］

教育委員会名立区分室

八千浦地区公民館
［八千浦交流館はまぐみ］

北諏訪地区公民館

保倉地区公民館

大潟地区公民館

頸城地区公民館
［ユートピアくびき希望館］

吉川地区公民館
［吉川多目的集会場］

中郷地区公民館
［はーとぴあ中郷］

板倉地区公民館
［板倉農村環境改善センター］

分館4館

教育委員会中郷区分室

教育委員会吉川区分室

教育委員会板倉区分室

教育委員会清里区分室

教育委員会三和区分室

有田地区公民館
［カルチャーセンター］

上越市立公民館組織図
（令和7年4月1日現在）

中央公民館

社会教育課

上越市教育委員会

分館3館

分館5館

教育委員会大潟区分室

教育委員会頸城区分室

安塚地区公民館
［安塚コミュニティプラザ］

浦川原地区公民館

大島地区公民館
［大島就業改善センター］

牧地区公民館
［牧コミュニティプラザ］

柿崎地区公民館

教育委員会安塚区分室

教育委員会浦川原区分室

教育委員会大島区分室

教育委員会牧区分室

教育委員会柿崎区分室
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○上越市立公民館条例 

昭和４６年４月２９日 

条例第３７号 

改正 昭和４６年１０月４日条例第１１０号 

昭和４７年３月２９日条例第２２号 

昭和４８年１２月２４日条例第６６号 

昭和４９年６月２８日条例第４４号 

昭和５０年３月２９日条例第２３号 

昭和５１年３月３１日条例第１２号 

昭和５３年９月３０日条例第４６号 

昭和５５年３月２５日条例第１３号 

昭和５５年７月１１日条例第３７号 

昭和５６年３月２８日条例第１４号 

昭和５６年６月２７日条例第２８号 

昭和５７年３月２７日条例第２５号 

昭和５８年３月３１日条例第１３号 

昭和５８年９月２７日条例第３６号 

平成５年６月２２日条例第３７号 

平成６年３月２５日条例第２５号 

平成６年６月１６日条例第３２号 

平成８年１０月１１日条例第３８号 

平成１２年１２月２０日条例第５７号 

平成１６年１２月２１日条例第８９号 

平成１８年３月３１日条例第２９号 

平成１９年３月３０日条例第５８号 

平成２０年６月２７日条例第５０号 

平成２０年１２月１８日条例第６４号 

平成２３年３月２２日条例第２２号 

平成２３年１２月１９日条例第４０号 

平成２４年３月２６日条例第４号 

平成２５年３月２６日条例第２８号 

平成２６年３月２７日条例第１５号 

平成２７年３月２７日条例第３９号 

平成２７年３月２７日条例第９４号 

平成２７年９月２９日条例第１２９号 

平成２８年３月２３日条例第３２号 

平成２９年３月２４日条例第１号 

平成２９年３月２４日条例第１５号 

平成３１年３月２６日条例第４１号 

令和元年１２月１９日条例第１０７号 

令和２年３月２６日条例第２２号 

令和５年１２月１５日条例第４６号 

令和６年１２月１８日条例第４６号 
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（目的） 

第１条 この条例は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第２

４条及び第３０条の規定に基づき、上越市の公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

２ 公民館は、上越市区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関す

る各種事業を行い、もって生活文化の振興及び社会教育の推進に寄与することを目的とす

る。 

（設置） 

第２条 上越市に公民館を設置する。 

２ 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

上越市立中央公民館 上越市本城町8番1号 

（地区公民館等の設置） 

第２条の２ 前条に規定する公民館に地区公民館を、地区公民館に分館を設置する。 

２ 地区公民館及び分館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地区公民館 

名称 位置 

上越市立高田地区公民館 上越市本城町8番1号 

上越市立新道地区公民館 上越市大字寺81番地4 

上越市立金谷地区公民館 上越市大貫二丁目17番50号 

上越市立春日地区公民館 上越市春日山町三丁目1番60号 

上越市立諏訪地区公民館 上越市大字上真砂203番地 

上越市立津有地区公民館 上越市平成町533番地1 

上越市立三郷地区公民館 上越市大字天野原新田75番地3 

上越市立和田地区公民館 上越市大字石沢1751番地2 

上越市立高士地区公民館 上越市大字飯田11番地2 

上越市立直江津地区公民館 上越市中央一丁目3番18号 

上越市立有田地区公民館 上越市春日新田二丁目19番1号 

上越市立八千浦地区公民館 上越市大字下荒浜982番地41 

上越市立保倉地区公民館 上越市大字上吉野1640番地1 

上越市立北諏訪地区公民館 上越市大字上千原529番地3 

上越市立谷浜・桑取地区公民館 上越市大字有間川441番地1 

上越市立安塚地区公民館 上越市安塚区安塚777番地 

上越市立浦川原地区公民館 上越市浦川原区釜淵5番地 

上越市立大島地区公民館 上越市大島区岡3388番地1 

上越市立牧地区公民館 上越市牧区田島705番地10 

上越市立柿崎地区公民館 上越市柿崎区柿崎6406番地 

上越市立大潟地区公民館 上越市大潟区土底浜1079番地1 

上越市立頸城地区公民館 上越市頸城区百間町716番地 

上越市立吉川地区公民館 上越市吉川区原之町1819番地1 

上越市立中郷地区公民館 上越市中郷区二本木1763番地 

上越市立板倉地区公民館 上越市板倉区針986番地 

上越市立清里地区公民館 上越市清里区荒牧18番地 
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上越市立三和地区公民館 上越市三和区井ノ口329番地1 

上越市立名立地区公民館 上越市名立区名立大町200番地1 

(2) 分館 

名称 位置 

上越市立谷浜・桑取地区公民館桑取分館 上越市大字増沢966番地 

上越市立柿崎地区公民館川西分館 上越市柿崎区上下浜466番地2 

上越市立柿崎地区公民館下黒川分館 上越市柿崎区下小野1507番地 

上越市立柿崎地区公民館黒川分館 上越市柿崎区岩手690番地1 

上越市立頸城地区公民館南川分館 上越市頸城区松本243番地6 

上越市立頸城地区公民館西部分館 上越市頸城区松橋313番地 

上越市立頸城地区公民館大坂井分館 上越市頸城区大坂井222番地1 

上越市立頸城地区公民館明治分館 上越市頸城区上増田79番地3 

上越市立頸城地区公民館明治南分館 上越市頸城区花ケ崎591番地 

上越市立吉川地区公民館川谷分館 上越市吉川区川谷3351番地 

上越市立吉川地区公民館旭分館 上越市吉川区梶2448番地 

上越市立名立地区公民館上名立分館 上越市名立区西蒲生田181番地1 

（管理） 

第３条 上越市立公民館は、上越市教育委員会が管理する。 

（利用時間） 

第４条 別表に掲げる公民館の施設（以下「公民館施設」という。）の利用時間は、午前８

時３０分から午後１０時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを

変更することができる。 

（休館日） 

第５条 公民館施設の休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。ただし、教育

委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（図書室の利用時間等） 

第５条の２ 前２条の規定にかかわらず、図書室の利用時間及び休館日は、教育委員会が別

に定める。 

（公民館運営審議会） 

第６条 法第２９条により、上越市立公民館に運営審議会を置く。 

（組織及び委員の任期） 

第７条 前条の運営審議会は、上越市社会教育委員条例（昭和４６年上越市条例第３８号）

第１条に規定する上越市社会教育委員（以下「社会教育委員」という。）のうちから教育

委員会が委嘱する２０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員の任期は、社会教育委員としての任期と同一の期間とし、再任を妨げない。 

（公民館主事） 

第８条 教育委員会は、第１条第２項に定める目的を推進するため、必要に応じ、地区公民

館又は分館に公民館主事を置くことができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第９条 公民館運営審議会委員及び公民館主事の報酬及び費用弁償は、別に条例の定めると

ころによる。 

（入館の制限） 

第９条の２ 教育委員会は、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者その他入館が

不適当と認められる者に対しては、公民館への入館を拒み、又は公民館からの退館を命ず
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ることができる。 

（利用の承認） 

第１０条 公民館施設（図書室を除く。）を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会

の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしない。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 

(2) 公民館施設の施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(3) その他公民館施設の管理上支障があると認められるとき。 

３ 教育委員会は、第１項の承認に当たり、公民館施設の管理上必要な条件を付することが

できる。 

（利用の承認の取消し等） 

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の承認を取り

消し、又は利用を中止させることができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 教育委員会が公民館施設の管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。 

（使用料） 

第１２条 第１０条第１項の承認を得た者は、別表に定める使用料を利用開始前に納付しな

ければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用開始後にその全

部又は一部を納付することができる。 

（使用料の減免） 

第１３条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定

める額を免除し、又は減額することができる。 

(1) 市が主催する場合 使用料の全額 

(2) 市が共催する場合 使用料の５０パーセントの額 

(3) その他市長が必要と認める場合 必要と認める額 

（使用料の還付） 

第１４条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該各号に定める額を還付する。 

(1) 利用の承認を得た者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき。 

使用料の全額 

(2) 利用の取消しを利用日前３日までに申し出て承認されたとき。 使用料の７０パーセ

ントの額 

(3) その他市長が必要と認める場合 必要と認める額 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４６年条例第１１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４７年条例第２２号） 

この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４８年条例第６６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年１０月１日から適用する。 

附 則（昭和４９年条例第４４号） 
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この条例は、昭和４９年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年条例第２３号） 

この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５１年条例第１２号） 

この条例は、昭和５１年４月１０日から施行する。 

附 則（昭和５３年条例第４６号） 

この条例は、昭和５３年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５５年条例第３７号） 

この条例は、昭和５５年７月１５日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第１４号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第２８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５６年７月１日から施行する。 

（上越市使用料の徴収に関する条例の一部改正） 

２ 上越市使用料の徴収に関する条例（昭和４６年上越市条例第５７号）の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和５７年条例第２５号） 

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第１３号） 

この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第３６号） 

この条例は、昭和５８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成５年条例第３７号） 

この条例は、平成５年７月１日から施行する。 

附 則（平成６年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年条例第３２号） 

この条例は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成８年条例第３８号） 

この条例は、平成８年１０月１４日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第５７号） 

この条例は、平成１３年１月４日から施行する。 

附 則（平成１６年条例第８９号） 

この条例は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第２９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第５８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２条の２の改正規定 平成１９年４月１１日 
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(2) その他の改正規定及び次項の規定 平成１９年１０月１日 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市立公民館条例の規定は、前項第２号に定める日以後の利用について適用

し、同日前の利用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年条例第５０号） 

この条例は、平成２０年７月２６日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第６４号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第２２号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第４０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の上越市立公民館条例第７条、第２条の規定による改正後の

上越市博物館協議会条例第３条及び第３条の規定による改正後の上越市立図書館条例第１

３条の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に委嘱され、又は任命される委員につ

いて適用し、同日前に委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年条例第２８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第３条の規定による改正前の上越市地域生涯学習センター条例

第１１条第１項の規定により名立北地域生涯学習センターの体育館又は屋外運動場の照明

設備の利用の承認を得ている者は、それぞれ第１条の規定による改正後の上越市立公民館

条例第１０条第１項の規定により名立地区公民館名立北分館の体育館又は屋外運動場の照

明設備の利用の承認を得ている者とみなす。 

附 則（平成２６年条例第１５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（上越市立公民館条例の一部改正に伴う適用区分） 

５ 前項の規定による改正後の上越市立公民館条例第７条の規定は、この条例の施行の日以

後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例

による。 

附 則（平成２７年条例第３９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年条例第９４号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第１２９号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第３２号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年９月２９日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第１５号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年条例第４１号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第１０７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表の規定は、令和２年４月１日以後の利用について適用し、同日前の利用に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（令和２年条例第２２号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年条例第４６号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年条例第４６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 略 

(2) その他の改正規定 令和７年４月１日 

別表（第４条、第１２条関係） 

(1) 地区公民館 

施設名 使用料（1時間につき） 

金谷地区公民館 集会室1 510円 

集会室2 420円 

和室1 170円 

和室2 120円 

会議室 120円 

調理実習室 310円 

諏訪地区公民館 和室 120円 

集会室 380円 

調理実習室 110円 

津有地区公民館 大会議室 650円 

中会議室 150円 

第1和室 110円 

第2和室 110円 



 

86 

茶室 110円 

調理実習室 130円 

三郷地区公民館 和室 130円 

集会室 310円 

調理実習室 110円 

高士地区公民館 大会議室 410円 

中会議室 170円 

第1和室 110円 

第2和室 110円 

調理実習室 180円 

工作室 120円 

自由広場 360円 

保倉地区公民館 研修室 440円 

集会室1 170円 

集会室2 170円 

集会室3 170円 

集会室4 170円 

集会室5 110円 

集会室6 110円 

調理実習室 120円 

北諏訪地区公民館 集会室 300円 

第1和室 110円 

第2和室 210円 

調理実習室 110円 

安塚地区公民館 図書室 無料 

浦川原地区公民館 講座室 110円 

会議室 210円 

実習室 170円 

講堂 680円 

大島地区公民館 図書室 無料 

牧地区公民館 図書室 無料 

柿崎地区公民館 第1会議室 300円 

第2会議室 210円 

学習室 390円 

視聴覚室 350円 

第1講座室 170円 

第2講座室 170円 

集会室 880円 

談話室 130円 

コミュニティルーム 240円 

ふれあいルーム 480円 

図書室 無料 

大潟地区公民館 第1和室 110円 



 

87 

第2和室 110円 

第3和室 110円 

会議室 210円 

集会室 800円 

図書室 無料 

吉川地区公民館 図書室 無料 

中郷地区公民館 図書室 無料 

板倉地区公民館 図書室 無料 

清里地区公民館 図書室 無料 

三和地区公民館 会議室A 120円 

会議室B 170円 

会議室C 110円 

講堂 680円 

講座室A 170円 

講座室B 170円 

図書室 無料 

名立地区公民館 第1会議室 270円 

第2会議室 360円 

第3会議室 250円 

第1講座室 130円 

第2講座室 190円 

調理室 140円 

体育館 840円 

図書室 無料 

備考 

１ 生活文化の振興、社会教育の推進、地域住民の集会等の目的以外の目的で利用する

場合の使用料は、定額使用料の２００パーセントの額とする。 

２ 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない団体が利用

する場合の使用料は、定額使用料の２００パーセントの額とする。 

３ 利用時間が１時間に満たないときは、１時間として計算する。 

４ 備考１及び備考２のいずれにも該当する場合の使用料は、定額使用料にそれぞれの

割合を乗じて得た額とする。 

５ 次に掲げる公民館図書室の位置は、次に定めるとおりとする。 

(1) 吉川地区公民館図書室 上越市吉川区下町１１２６番地 

(2) 板倉地区公民館図書室 上越市板倉区針７２２番地１ 

(3) 清里地区公民館図書室 上越市清里区平成１７８８番地 

(2) 分館 

施設名 使用料（1時間につき） 

柿崎地区公民館川西分館 小集会室 110円 

中集会室（1階） 220円 

中集会室（2階） 170円 

大集会室 530円 

調理実習室 220円 
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柿崎地区公民館下黒川分館 小集会室（1階） 110円 

小集会室（2階） 110円 

中集会室 170円 

大集会室 530円 

調理実習室 260円 

頸城地区公民館南川分館 会議室1 170円 

会議室2 130円 

会議室3 120円 

会議室4 110円 

大会議室 770円 

調理実習室 230円 

頸城地区公民館西部分館 会議室1 110円 

会議室2 110円 

大会議室 480円 

調理実習室 110円 

頸城地区公民館大坂井分館 会議室1 110円 

会議室2 110円 

大会議室 480円 

調理実習室 120円 

頸城地区公民館明治分館 会議室1 110円 

会議室2 110円 

大会議室 360円 

調理実習室 140円 

頸城地区公民館明治南分館 会議室1 110円 

会議室2 110円 

大会議室 480円 

調理実習室 120円 

吉川地区公民館川谷分館 体育館 480円 

名立地区公民館上名立分館 多目的ホール 210円 

会議室 110円 

調理実習室 110円 

研修室 300円 

備考 

１ 生活文化の振興、社会教育の推進、地域住民の集会等の目的以外の目的で利用する

場合の使用料は、定額使用料の２００パーセントの額とする。 

２ 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない団体が利用

する場合の使用料は、定額使用料の２００パーセントの額とする。 

３ 利用時間が１時間に満たないときは、１時間として計算する。 

４ 備考１及び備考２の規定のうち複数のものに該当する場合の使用料は、定額使用料

にそれぞれの割合を乗じて得た額とする。 
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○上越市公民館運営委員設置要綱 

（設置） 

第１条 地域に密着した公民館活動を推進するため、地区公民館及び分館に公民館運営委員（以

下「運営委員」という。）を置く。 

（活動） 

第２条 運営委員は、次に掲げる活動を行うものとする。 

(1) 地域の課題及び公民館事業に係る地域の要望を把握すること。 

(2) 教育委員会の職員と協力し、公民館事業の企画運営を行うこと。 

(3) 公民館活動による人づくりを推進すること。 

(4) その他教育委員会が必要と認めること。 

（配置） 

第３条 運営委員は、一の地区公民館及び分館につきおおむね３人以上を置くものとする。 

（認定） 

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する人を運営委員として認定する。 

(1) 町内会長連絡協議会、公民館の利用団体その他地域で活動する団体の推薦する人 

(2) その他教育委員会が必要と認める人 

２ 教育委員会は、前項の規定により運営委員として認定したときは、別に定める認定証を交付

するものとする。 

３ 第１項の規定による認定の有効期間は、認定の日から２年とし、当該有効期間の満了後、再

度認定を受けることを妨げない。ただし、運営委員が欠けた場合の後任として認定を受けた運

営委員は、前任者の認定の有効期間を引き継ぐものとする。 

（認定の取消し） 

第５条 教育委員会は、運営委員が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消す

ことができる。 

(1) 辞退の申出があったとき。 

(2) その他教育委員会が運営委員として不適当と認めるとき。 

（謝金の支払） 

第６条 運営委員には、予算の範囲内において活動１回につき１，５００円以内の謝金を支払う

ものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２８年１１月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に改正前の上越市公民館サポーター設置要綱の規定により公民館サポ

ーターとして認定されている人は、その認定の有効期間に限り、改正後の上越市公民館運営委

員設置要綱の規定により公民館運営委員として認定されたものとみなす。 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２４日から実施する。 
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   （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

１．地区公民館 （28 地区館） 

※金谷地区公民館の利用件数及び利用者数は旧金谷地区公民館（寺町 2丁目）の利用である。 

区分 所在地 
名  称 

（条例上の名称） 
住所 

建設 

年度 
構造 

建物面積 

（㎡） 
部屋数 

利用件数 

【R6 年度】 

（件） 

利用者数

【R6 年度】 

（人） 

地
区
公
民
館 

合併前 

上越市 

高田地区公民館 

（高田城址公園オーレンプラザ）  

本城町 

8-1 
H29 ＲＣ造３階 5004.49 16 8,584 181,449 

新道地区公民館 

（新道地区多目的研修センター）  

寺 

81-4 
S56 ＲＣ造２階 341.68  4 512 3,492 

金谷地区公民館 
大貫 

2-17-50 
R6 鉄骨造平屋  730.60  6 622 6,084 

春日地区公民館 

（春日謙信交流館） 

春日山町 

3-1-60 
H20 鉄骨造平屋  878.58  8 5,546 76,610 

諏訪地区公民館 
上真砂

203 
S55 木造平屋 199.62  3 317 3,214 

津有地区公民館 
平成町 

533-1 
H4 鉄骨造２階  604.53  6 1,230 16,299 

三郷地区公民館 
天野原新田 

75-3 
S55 木造２階 218.12  3 272 7,908 

和田地区公民館 

（和田地区多目的研修センター）  

石沢 

1751-2 
S58 木造２階 280.93  6 287 1,759 

高士地区公民館 
飯田 

11-2 
H8 鉄骨造２階 625.00  6 466 7,639 

直江津地区公民館 

（直江津学びの交流館） 

中央 

1-3-18 
H20 ＲＣ造２階 4026.67 6 3,331 31,063 

有田地区公民館 

（カルチャーセンター） 

春日新田 

2-19-1 
S58 ＲＣ造２階 3,653.27  11 3,464 45,313 

八千浦地区公民館 

（八千浦交流館はまぐみ） 

下荒浜 

982-41 
H19 鉄骨造２階 1,540.87  10 2,348 21,953 

保倉地区公民館 
上吉野 

1640-1 
S59 ＲＣ造２階 550.00  8 170 2,597 

北諏訪地区公民館 
上千原 

529-3 
H13 鉄骨造２階 299.44  4 207 2,435 

谷浜・桑取地区公民館 

（谷浜地区多目的研修センター）  

有間川 

441-1 
S57 ＲＣ造２階 333.96  5 730 8,607 



92 
 

  

区分 所在地 
名  称 

（条例上の名称） 
住所 

建設 

年度 
構造 

建物面積 

（㎡） 
部屋数 

利用件数 

【R6 年度】 

（件） 

利用者数

【R6 年度】 

（人） 

地
区
公
民
館 

安塚区 
安塚地区公民館 

（安塚コミュニティプラザ）  

安塚 

777 
S57 ＲＣ造３階 1,297.78  6 844 11,585 

浦川原区 浦川原地区公民館 
釜淵 

5 
S48 ＲＣ造３階 1,078.62  4 378 3,178 

大島区 
大島地区公民館 

（大島就業改善センター） 

岡 

3388-1 
S53 ＲＣ造３階 1,112.75  5 223 2,279 

牧区 
牧地区公民館 

（牧コミュニティプラザ） 

田島 

705-10 
S50 ＲＣ造３階 1,307.15  9 700 7,121 

柿崎区 柿崎地区公民館 
柿崎 

6406 
S54 ＲＣ造３階 1,749.38  12 1,283 9,932 

大潟区 大潟地区公民館 
土底浜 

1079-1 
S52 ＲＣ造３階 1,053.84  5 406 4,847 

頸城区 
頸城地区公民館 

（ユートピアくびき 希望館）  

百間町 

716 
H3 ＲＣ造２階 5,863.00  22 2,115 50,525 

吉川区 
吉川地区公民館

（吉川多目的集会場） 

原之町 

1819-1 
S59 ＲＣ造２階 724.52  4 212 2,578 

中郷区 
中郷地区公民館 

（はーとぴあ中郷） 

二本木 

1763 
H10 ＲＣ造３階 3,290.54  11 502 9,864 

板倉区 
板倉地区公民館 

（板倉農村環境改善センター） 

針 

986 
S58 ＲＣ造２階 1,714.00  6 867 19,695 

清里区 
清里地区公民館 

（清里コミュニティプラザ）  

荒牧 

18 
S60 ＲＣ造３階 868.00  5 748 18,621 

三和区 三和地区公民館 
井ノ口 

329-1 
S51 ＲＣ造２階 1,137.36  6 117 1,787 

名立区 名立地区公民館 
名立大町 

200-1 
H25 ＲＣ造１階 1,607.89  7 1,519 13,751 
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２．分館 （17 館） 

 

区分 所在地 
名  称 

（条例上の名称） 
住所 

建設 

年度 
構造 

建物面積 

（㎡） 
部屋数 

利用件数 

【R6 年度】 

（件） 

利用者数

【R6 年度】 

（人） 

分

館 

合併前 

上越市 

桑 取 分 館 

（桑取地区多目的研修センター）  

増沢 

966 
S56 ＲＣ造２階 333.77  7 77 845 

柿崎区 

川 西 分 館 
上下浜 

466-2 
S62 ＲＣ造２階 601.56  4 426 3,829 

下黒川分館 
下小野 

1507 
S59 ＲＣ造２階 509.24  6 237 2,807 

黒 川 分 館 

（柿崎就業改善センター） 

岩手 

690-1 
S56 ＲＣ造２階 500.36  6 79 1,248 

頸城区 

南 川 分 館  
松本 

243-6 
H11 鉄骨造２階 728.96  6 395 4,388 

西 部 分 館  
松橋 

313 
H5 木造２階 337.86  4 42 1,626 

大坂井分館  
大坂井 

222-1 
S59 木造２階 326.94  4 39 929 

明 治 分 館 
上増田 

79-3 
S52 木造２階 370.98  5 50 720 

明治南分館  
花ケ崎 

591 
H10 木造２階 337.86  4 62 788 

吉川区 

竹 直 分 館 
竹直 

1745 
S49 鉄骨造１階 329.00  1 8 959 

源 分 館 
山直海 

1648-1 
S62 木造２階 331.24  2 30 435 

川 谷 分 館 
川谷 

3351 
S51 鉄骨造１階 323.00  1 20 301 

旭 分 館 

（吉川旭地区農業拠点センター） 

梶 

2448 
H10 木造２階 337.86  5 54 1,496 

名立区 上名立分館 
西蒲生田 

181-1 
H16 木造２階 808.04 5 15 197 
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地区館名（条例上の名称） 電話番号 住 所 

高田地区公民館 

（高田城址公園オーレンプラザ） 
025-525-1311 本城町 8-1 

新道地区公民館 

（新道地区多目的研修センター） 
025-524-8951 寺 81-4 

金谷地区公民館 025-524-3105 大貫 2-17-50 

春日地区公民館 

（春日謙信交流館） 
025-521-2066 春日山町 3-1-60 

諏訪地区公民館 025-520-2203 上真砂 203 

津有地区公民館 025-524-8948 平成町 533-1 

三郷地区公民館 025-524-9293 天野原新田 75-3 

和田地区公民館 

（和田地区多目的研修センター） 
025-522-3261 石沢 1751-2 

高士地区公民館 025-528-4033 飯田 11-2 

直江津地区公民館 

（直江津学びの交流館） 
025-543-2859 中央 1-3-18 

各地区公民館の連絡先 
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地区館名（条例上の名称） 電話番号 住所 

有田地区公民館 

（カルチャーセンター） 
025-543-7188 春日新田 2-19-1 

八千浦地区公民館 

（八千浦交流館はまぐみ） 
025-543-3191 下荒浜 982-41 

保倉地区公民館 025-520-2033 上吉野 1640-1 

北諏訪地区公民館 025-544-2427 上千原 529-3 

谷浜・桑取地区公民館 

（谷浜地区多目的研修センター） 
025-546-2002 有間川 441-1 

安塚地区公民館 

（安塚コミュニティプラザ） 

025-592-2003 

（安塚区総合事務所） 
安塚区安塚 777 

浦川原地区公民館 
025-599-2104 

（浦川原区総合事務所） 
浦川原区釜淵 5 

大島地区公民館 

（大島就業改善センター） 
025-594-3201 大島区岡 3388-1 

牧地区公民館 

（牧コミュニティプラザ） 
025-533-5130 牧区田島 705-10 

柿崎地区公民館 025-536-3823 柿崎区柿崎 6406 

大潟地区公民館 025-534-4367 大潟区土底浜 1079-1 

頸城地区公民館 

（ユートピアくびき 希望館） 
025-530-2360 頸城区百間町 716 

吉川地区公民館 

（吉川多目的集会場） 

025-548-2311 

（吉川区総合事務所） 
吉川区原之町 1819-1 

中郷地区公民館 

（はーとぴあ中郷） 
0255-74-2338 中郷区二本木 1763 

板倉地区公民館 

（板倉農村環境改善センター） 
0255-78-2325 板倉区針 986 

清里地区公民館 

（清里コミュニティプラザ） 

025-528-3111 

（清里区総合事務所） 
清里区荒牧 18 

三和地区公民館 025-532-4538 三和区井ノ口 329-1 

名立地区公民館 025-537-2004 名立区名立大町 200-1 
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公民館図書室の連絡先 

 

№ 名 称 利用時間 休 館 日 電話番号 住 所 

1 安塚地区公民館図書室 

月～金 

8：30～17：15 

土・日・祝 

9：00～17：00 

12/29～1/3 025-592-2003 

安塚区安塚 777 

（安塚コミュニティプラザ内、 

問い合わせ先は総合事務所） 

2 大島地区公民館図書室 8：30～17：15 12/29～1/3 025-594-3201 
大島区岡 3388-1 

（大島就業改善センター内） 

3 牧地区公民館図書室 8：30～19：00 12/29～1/3 025-533-5130 
牧区田島 705-10 

（牧コミュニティプラザ内） 

4 柿崎地区公民館図書室 8：30～19：00 12/29～1/3 025-536-3823 
柿崎区柿崎 6406 

(柿崎地区公民館内） 

5 大潟地区公民館図書室 8：30～19：00 12/29～1/3 025-534-4367 
大潟区土底浜 1079-1 

（大潟地区公民館内） 

6 吉川地区公民館図書室 8：30～17：15 12/29～1/3 025-548-2311 
吉川区下町 1126 

（吉川コミュニティプラザ内） 

7 中郷地区公民館図書室 9：00～19：00 

毎週月曜（月

曜が祝日の場

合は翌日）、

12/29～1/3 

0255-74-2338 
中郷区二本木 1763 

（はーとぴあ中郷内） 

8 板倉地区公民館図書室 8：30～17：15 12/29～1/3 0255-78-2141 
板倉区針 722-1 

（板倉コミュニティプラザ内） 

9 清里地区公民館図書室 9：00～17：15 12/29～1/3 025-528-7300 
清里区平成 1788 

（清里スポーツセンター内） 

10 三和地区公民館図書室 8：30～17：15 12/29～1/3 025-532-4538 
三和区井ノ口 329-1 

（三和地区公民館内） 

11 名立地区公民館図書室 8：30～22：00 12/29～1/3 025-537-2004 名立区名立大町 200-1 

※ 浦川原区と頸城区には、公民館図書室ではなく上越市立図書館 浦川原分館、頸城分館がある 
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